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法 改 正 情 報 （改正があった労働・社会保険関連法や人事労務管理のポイントです）

※掲載内容についてもっと詳しくお知りになりたい場合などお気軽にご連絡ください。
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● マイカー通勤手当の非課税限度額が改正されました

令和８年４月１日以後に支給される通勤手当から、マイカー通勤（自動車・自転車等の交通用具を使用した通勤）

に係る非課税限度額が改正されました。給与計算や通勤手当の取扱いに影響する内容です。

1.片道65㎞以上の非課税限度額の引上げ

改正前の非課税限度額は、通勤距離が片道55km以上の人は一律38,700円／月額でしたが、片道65㎞以上につ

いて、下記のように引き上げられました。

○ 片道65km以上75km未満 45,700円

○ 片道75km以上85km未満 52,700円

○ 片道85km以上95km未満 59,600円

○ 片道95km以上 66,400円

これにより、片道65km以上のマイカー通勤者に対し、これまで課税対象となっていた一部の通勤手当が非課税で

支給できる可能性が生じます。

2.駐車場料金相当額の非課税限度額への加算

マイカー通勤者が一定の要件を満たす駐車場等（※）を利用している場合、その駐車場料金相当額（上限5,000円

／月額）を、通勤距離の区分による非課税限度額に加算できることとなりました。

※ マイカー通勤で使用する駐車場等のうち、通勤手当をもらう人の勤務場所の周辺または通勤のために利用す

る交通機関の駅もしくは停留所その他の施設の周辺にあるもの。

3.対応の留意点

上記は、「令和８年４月１日以後に支払われるべき通勤手当」から適用されます。

自社のマイカー通勤者の通勤距離区分や駐車場代の支給方法について、関連する社内規程等を改めて確認し、正

しい給与計算に努めましょう。対象者に改正があったことを知らせておくことも重要です。

■ 【通勤手当の非課税限度額の改正について（国税庁）】

https://www.nta.go.jp/users/gensen/2026tsukin/index.htm
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11日

○ 源泉徴収税額・住民税特別徴収税額の納付［郵便局または銀行］

○ 雇用保険被保険者資格取得届の提出＜前月以降に採用した労働者がいる場合＞［公共職業安定所］

15日

○ 特別農業所得者の承認申請［税務署］

6月1日

○ 軽自動車税（種別割）納付［市区町村］

○ 自動車税（種別割）の納付［都道府県］

○ 健保・厚年保険料の納付［郵便局または銀行］

○ 健康保険印紙受払等報告書の提出［年金事務所］

○ 労働保険印紙保険料納付・納付計器使用状況報告書の提出［公共職業安定所］

○ 外国人雇用状況の届出（雇用保険の被保険者でない場合）＜雇入れ・離職の翌月末日＞［公共職業安定所］

○ 確定申告税額の延納届出額の納付［税務署］

※掲載内容についてもっと詳しくお知りになりたい場合などお気軽にご連絡ください。

 5月の税務と労務の手続 （提出先・納付先）

 トピック （最近の記事の中から労務管理上注目すべき情報を抜粋しました）
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● スポットワーク利用者９人が「タイミー」提訴へ（4/16）

スポットワーク仲介会社「タイミー」に対し、利用者９人が、2021年10月以降、計135件の雇用者側の都合による就業予定日直

前のキャンセルについて、未払い賃金など計約312万円の支払いを求め、東京地裁に近く提訴する。厚生労働省は昨年７月

に「特段の合意がない限りマッチング時点で労働契約が成立する」との見解を公表し、仲介各社も見解に則した規約を導入し

た。同社規約では「雇用者の委託を受けて賃金を立替払いする」と定めており、こうした経緯を踏まえ、利用者側は同社を被告

として未払い賃金の支払いと慰謝料を請求する。

● 労働時間上限規制の運用見直しを提言（4/10）

自民党の日本成長戦略本部は９日、労働時間の上限規制をめぐり、運用の見直しを求める提言をまとめた。労基署が「違法

な時間外労働とならないように36協定や特別条項の締結に向けたサポートをする」ことや「時間外労働を月45時間以内に削減

することを求める一律の指導を見直す」ことが盛り込まれた。近く高市首相に提出する。。


